
                                          

 

温州みかんの気象災害防止用マルチ施設の取扱いについて  

                         

１ 取扱について 

  下記の目的を達成するためのマルチ施設整備については、下記の要件を満たす場合に限り、攻めの

園芸緊急生産対策事業の補助対象とする。 
 
２ 目 的 

 秋季の高温及び８月以降の多雨条件等、気象的な要因が、温州みかんの品質（着色含む）に大きな

影響を与えている。この状況に対応するため、着色促進及び降雨侵入回避対策を十分に施したマルチ

施設を早急に整備し、気象災害に強い温州みかん産地整備を推進する。 
 
３ 採択要件 

（１）当該内容に係る要件 

 

 

採択要件 

１ 対象品種は県推奨品種とする。 

２ 対象施設は、巻き上げ装置と一体となった施設とする。 

３ 整備にあたっては、園地内（通路を含む）に雨水が侵入しないように、溝切りや

通路等にシートを設置するなど、園外への排水対策を講じること。 

４ 極早生みかんにおいては、フィガロンや葉面散布剤の使用等により着色促進対策

を実施する園とする。 

（２）攻めの園芸緊急生産対策事業としての採択要件 

 

 

４ 参考 

（１）想定施設内容 

   多孔質マルチ､直管パイプ､パッカー､巻き上げ装置等が一体で整備されるもの 

（２）施設概要（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※マルチの敷設幅は、数年後の樹冠拡大にも対応できるよう十分な幅を確保すること。 

巻き上げ装置 

植栽間隔：２ｍ 畝間：約４ｍ 
畝の総延長：２４０ｍ 
植栽本数：１２０本 
パッカーの配置：両サイド２ｍ間隔、中央は樹の両端 

塩 ビ パ イ プ 、    

かん水チューブも可 

４０ｍ 

２５ｍ 

パッカー 

通路用シート、溝切り等

によりマルチ内への水

の侵入を防止する。 
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